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阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、

家
屋
の
倒
壊
・
家
具
の
転
倒
な

ど
に
よ
り
多
く
の
尊
い
命
が
奪

わ
れ
ま
し
た
。
大
き
な
被
害

を
受
け
た
建
物
の
ほ
と
ん
ど
は
、

昭
和
56
年
５
月
以
前
に
建
築
さ

れ
た
木
造
住
宅
で
し
た
。

　

い
つ
大
き
な
地
震
が
起
き
て

も
大
丈
夫
な
よ
う
に
、
耐
震
改

修
し
て
住
宅
を
補
強
し
て
お
く

こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
ず
は
、

下
の
「
簡
易
耐
震
診
断
」
を
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
と
は
？

　

認
知
症
専
門
医
と
専
門
知
識
を
も

つ
保
健
師
、
社
会
福
祉
士
で
構
成
し

て
い
ま
す
。

ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
？

　

認
知
症
の
人
（
疑
い
の
あ
る
人
）

や
そ
の
ご
家
族
を
訪
問
し
相
談
に
応

じ
ま
す
。
病
院
受
診
や
サ
ー
ビ
ス
利

用
、
家
族
へ
の
支
援
な
ど
の
初
期
支

援
を
包
括
的
・
集
中
的
に
行
い
ま
す
。

対
象
者
は
？

　

40
歳
以
上
で
、
自
宅
で
生
活
を
し

て
お
り
、
認
知
症
の
症
状
な
ど
で
お

困
り
の
人
で
す
。

※
ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
狩
猟
鳥

獣
の
捕
獲
に
は
狩
猟
免
許
が
必
要
で

す
。
狩
猟
免
許
試
験
を
受
験
す
る
人

を
対
象
に
し
た
初
心
者
講
習
会
も
開

催
し
ま
す
。

狩
猟
免
許
試
験

▽
試
験
日　

７
月
29
日
（
土
）

▽
内
容　

わ
な
猟

▽
場
所　

洲
本
市
文
化
体
育
館

▽
申
込
期
間　

６
月
５
日
（
月
）
～

23
日
（
金
）

※
別
日
程
で
島
外
開
催
も
あ
り
ま
す

の
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

初
心
者
講
習
会

▽
対
象　

狩
猟
免
許
試
験
受
験
者

▽
内
容　

網
・
わ
な
猟
の
知
能
・
技

能
に
関
す
る
こ
と

▽
講
習
日　

６
月
24
日
（
土
）

▽
場
所　

広
田
地
区
公
民
館

▽
申
込
期
限　

　

５
月
26
日
（
金
）

※
新
規
の
狩
猟
免
許
取
得
者
に
は

　

取
得
経
費
の
助
成
制
度
あ
り

　

セ
コ
ム
が
提
供
す
る
「
コ
コ

セ
コ
ム
」
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、

認
知
症
で
徘
徊
行
動
が
あ
る
人

に
位
置
検
索
専
用
機
能
（
Ｇ
Ｐ

Ｓ
）
を
持
っ
た
機
器
を
貸
し
出

し
、
そ
の
初
期
費
用
を
助
成
し

ま
す
。

対
象
者　

市
内
に
居
住
し
て
い

る
65
歳
以
上
の
徘
徊
の
見
ら

れ
る
認
知
症
高
齢
者
を
介
護

し
て
い
る
家
族

助
成
内
容　

登
録
時
の
費
用
、

充
電
器

※
基
本
料
金
、
予
備
バ
ッ
テ
リ
ー

購
入
費
（
必
要
時
）、
情
報
提

供
料
金
、
徘
徊
検
索
時
の
現
場

急
行
料
は
対
象
者
の
自
己
負
担

申
込
手
順　

市
役
所
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
申
請
し
、

貸
し
出
し
を
受
け
ま
す
。

※
詳
し
く
は
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
に
お
問
合
せ
く
だ

さ
い

 

美
菜
恋
来
屋
で
は
出
荷
者

（
生
鮮
野
菜
・
加
工
品
）
を

随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

 

淡
路
島
内
外
の
人
に
自
慢

の
出
荷
物
を
提
供
し
て
南
あ

わ
じ
市
（
淡
路
島
）
を
共
に

盛
り
上
げ
ま
せ
ん
か
？

 

詳
し
く
は
美
菜
恋
来
屋
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
直

接
お
電
話
で
お
問
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

 

平
成
17
年
度
に
第
１
次
行
財

政
改
革
大
綱
を
策
定
し
て
以

降
、
積
極
的
に
行
財
政
改
革
に

取
組
ん
で
き
ま
し
た
。
引
き
続

き
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
た
び

南
あ
わ
じ
市
行
財
政
改
革
審
議

会
か
ら
の
答
申
に
基
づ
き
、
平

成
33
年
度
ま
で
の
5
年
間
を
計

画
期
間
と
す
る
第
３
次
南
あ
わ

じ
市
行
財
政
改
革
大
綱
を
策
定

し
ま
し
た
。

　

第
３
次
大
綱
で
は
基
本
目
標

を
「
効
率
的
で
効
果
的
な
行
財

第
６
回
手
し
ご
と
市

あ
わ
じ
ク
ラ
フ
ト
ミ
ー
ツ

「
み
な
い
こ
マ
ル
シ
ェ
」

▽
日
時　

５
月
14
日
（
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時　

▽
内
容　

手
し
ご
と
作
品
（
革

小
物
・
布
小
物
・
雑
貨
）、

多
肉
植
物
の
仕
立
て
直
し
ワ

ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ほ
か

▽
出
店
者　

17
ブ
ー
ス（
予
定
）

※
こ
の
事
業
の
収
益
金
の
一
部

は
犬
猫
の
保
護
基
金
に
使
用

問
あ
わ
じ
ク
ラ
フ
ト
ミ
ー
ツ

　

実
行
委
員
会 

☎
０
９
０
・
５

　

１
５
２
・
８
４
５
２
（
三
木
）

政
運
営
」「
役
割
分
担
の
見
直

し
・
行
政
と
民
間
の
協
働
に
よ

る
ま
ち
づ
く
り
」
と
し
、今
後
は

「
市
民
参
画
と
役
割
分
担
」「
事

務
事
業
の
取
捨
選
択
」「
公
共

施
設
の
最
適
化
」
の
３
つ
の
柱
に

沿
っ
て
、
行
政
と
民
間
の
協
働

に
よ
る
効
率
的
で
効
果
的
な
行

財
政
運
営
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
大
綱
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
各
市

民
交
流
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け

て
い
ま
す
。

進めよう「住まいの耐震化」 認知症初期集中
支援チームがサポート

狩猟免許試験の案内

徘徊高齢者 IT ケアネット美
み

菜
な

恋
こい

来
こい

屋
や

出荷者募集
＆イベント案内

問都市計画課☎ 43-5227
（試験）問淡路県民局森林課☎ 26-2103
（講習会）問県猟友会☎ 078-361-8127

ひょうご住まいの耐震化促進事業のご案内

問美菜恋来屋☎ 43-3751

案内
案内案内

案内
お知
らせ

住宅耐震化補助

部分型耐震化補助

住宅建替補助

防災ベッド等設置助成

１. 住宅耐震改修計画策定費補助金

１. 簡易耐震改修工費費補助

２. 住宅耐震改修工事費補助金

２. シェルター型工事費補助

３. 屋根軽量化工事費補助

耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用

耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強。
耐震改修を行う部屋の内装工事に要する費用

対象住宅への県が認める耐震シェルターの設置
に要する費用

対象住宅の屋根を軽量化する工事に要する費用

耐震性能を改善するための耐震診断、耐震改修
計画策定及び耐震改修工事に要する費用

対象住宅の現地建替えに要する費用

（※応募戸数５件）

対象住宅への防災ベッド等の設置に要する費用

※各補助内容の詳細については都市計画課まで
　お問い合わせください

◆簡易耐震診断（無料）

「住まいの耐震化」を検討！

　都市計画課にお申込みいただくと、
後日診断員を派遣します。

「次に何をしたら良いの？」について
は、簡易耐震診断を実施した診断員
がお答えします。左の様々な補助メ
ニューをご活用ください。

※対象住宅は昭和 56 年5月以前に
　着工した住宅

「危険」「やや危険」と診断されたら

募集 第３次行財政改革
大綱を策定

平成 29 年度選挙日程

問財政課☎ 43-5209

問市選挙管理委員会事務局☎ 43-5004
お知
らせ

お知
らせ

ここ！

兵庫県知事選挙

告示日：６月15日（木）
投票日：７月　２　日（日）

南あわじ市議会議員選挙

告示日：10 月22日（日）
投票日：10 月29日（日）
※立候補予定者説明会　

８月20日（日)　午後2時～

問長寿福祉課（地域包括支援センター）☎ 43-5237

問長寿福祉課（地域包括支援センター）☎ 43-5237

地域包括支援センターなど

認知症初期
集中支援チーム

認知症初期集中支援
チームの活動

・医療機関の受診
・介護サービスの提供
・家族へのサポート

訪問
自　宅 看護師

保健師 ら

日常の支援、
診療への引き継ぎ

１

２

３ ４

本人・家族本人・家族

医師

社会
福祉士
社会
福祉士

お知らせ


